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 売り主が海外居住なら源泉所得税が必要! 
買い主側で納税義務発生 
今月は最近ご相談が増えている非居住
者の不動産売却案件の税務上の注意
点について解説します。 

税務上、非居住者が不動産を売却した
場合には、買い主は売買⾦額全額を売
り主に払わずに売買⾦額の 10.21%
の所得税（10億円の案件なら約 1
億円︕）を源泉徴収して支払い、その
所得税は直接国に納税する、という義
務が発生します。「非居住者」とは国内
に住所を有しない⼈をいいますから、外
国⼈だけでなく 1年以上の辞令により
海外転勤する会社員等も該当します。
これは、不動産を売却して納税が必要だ
ったとしても、海外居住している個⼈だと
申告をせずに逃げてしまうかもしれないの
で、それを防止するために設けられていま
す。売り主は最終的に申告して居住者と
同じ所得税だけ支払いますので、差額が
あれば還付もされ単なる前払いです。 

「義務」には当然罰則も 
さすがに⼀般市⺠全員にこのような源
泉徴収義務を負わせるのはあまりに酷
であるため、買い主が個人でプライベ
ートのマイホーム（1億円以下）を
購入する場合には、源泉徴収義務は
免除されますが、いずれにしても税務
上の義務というのは非常に厳しく、源
泉徴収を忘れて満額売り主に払って
しまったとしても、あとで発覚すれば
買い主は国に源泉税を払わなくては
なりません。売り主に請求はできるでし
ょうが、そもそも国が逃げた「海外居住
の個⼈に返還を求める」ことをしますの
で、現実的にはかなり厳しいでしょう。
罰⾦（加算税）等も当然あります。
「非居住者とは分からなかった」では
当然認められませんので、非居住者
かどうかの確認も買い主の責任です。
賃料にも同様の規定あり。自分を守
るためにも非居住者確認は慎重に。 

 

今月のコメント 
東栄税理⼠法⼈（本社︓東京都渋⾕
区）は、事業拡大に伴う従業員増加へ
対応するためオフィスを増床し、同ビル内で
はございますがエキスパートオフィス渋⾕ 5
階から 9 階へ移転しましたのでお知らせし
ます。 
これを機にさらに皆様のご期待に添えます
よう、⼀層の努⼒を重ねる所存です。 
今後とも、ご指導・ご支援のほど宜しくお願
い申し上げます。 
本社新所在地 
〒150-0002 東京都渋⾕区渋⾕ 2-
10-15 エキスパートオフィス渋⾕ 9 階 

税理⼠ 岡本勲 
〒150-0002 東京都渋⾕区渋⾕ 2-
10-15 エキスパートオフィス渋⾕ 9 階 
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